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第 1 章 水道事業概要 

1．水道事業の現況 

 当町は平成 17 年 9月 1 日に旧志賀町と旧富来町が合併して誕生し、平成 28年 12 月末日

現在の人口は 21,245 人です。 

 当町水道事業は平成 29 年 4 月 1 日に志賀町上水道に富来地区上水道および熊野簡易水道

を事業統合します。また、事業認可外の鵜野屋地保飲料水供給施設は、平成 29年 4 月 1日

に志賀町水道事業に会計統合し、一つの公営企業会計で経理を行います。 

 給水区域は以下のとおりです。 

図 1-1．給水区域図 
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 事業別の状況を以下に示します。 

表 1-1．事業別現況（平成 29年 3 月末まで） 

事業名 供給開始年月日 法適（全部・財務）・非適の区分

志賀町上水道 昭和 46 年 12 月 27 日 法適（全部） 

富来地区上水道 平成 3年 7月 3日 法適（全部） 

熊野簡易水道 平成 9年 6月 23 日 非適 

※供用開始年月日は事業認可取得年月日 

表 1-2．事業別現況（平成 29年 4 月 1日以降） 

事業名 供給開始年月日 法適（全部・財務）・非適の区分

志賀町上水道 昭和 46 年 12 月 27 日 法適（全部） 

※供用開始年月日は事業認可取得年月日 

 事業別に経営認可の計画値を以下に示します。 

表 1-3．事業別計画値 

事業名 
計画給水人口 

(人) 

現在給水人口 

(人) 

日最大給水量 

(m3) 

最新認可 

年月日 

志賀町上水道 19,000 19,384 13,120 平成 27 年 6月

 旧志賀町上水道 12,410 12,939 8,440  

 旧富来地区上水道 6,120 6,397 4,360  

 旧熊野簡易水道 470 498 320  

計 19,000 19,834 13,120  

※現在給水人口は平成 27年度末数値 
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2．施設状況 

（1）取水施設 

事業名 配水区 水源名 水源種別 
計画取水量 

(m3/日) 
備考 

志賀町上水道 

（旧志賀町上水道） 

志賀 第 1 水源 地下水 1,000

第 2 水源 地下水 1,000

第 3 水源 地下水 1,000

第 6 水源 地下水 1,000

志加浦 第 4水源 地下水 800

出雲 第 5水源 地下水 1,200

第 7 水源 地下水 900

加茂 加茂第 1水源 地下水 ― 休止 

加茂第 2水源 地下水 ― 休止 

志賀の

郷 

第 8水源 地下水 70

第 9 水源 地下水 70

土田 土田第 3水源 地下水 200 予備 

中核 

団地 

上熊野第 1水源 地下水 200

中核第 1水源 地下水 900

中核第 2水源 地下水 900

志賀町上水道 

（旧富来地区上水

道） 

七海 七海第 1水源 表流水 1,900

七海第 2水源 表流水 1,300

東増穂 東増穂第 2水源 地下水 130

西海 西海第 1水源 地下水 
260

西海第 3水源 地下水 

酒見 酒見第 1水源 湧水 140

酒見第 2水源 地下水 30

広地 広地川水源 表流水 1,500

志賀町上水道 

（旧熊野簡易水道）

熊野 熊野第 1水源 地下水 
440

熊野第 2水源 地下水  

計 14,940

※平成 28年 3月末現在 

（2）浄水施設 

事業名 配水区 浄水場名 浄水方法 浄水能力（m3/日）

志賀町上水道 

（旧志賀町上水道）

志賀 清水浄水場 塩素滅菌 3,880

志加浦 第 2浄水場 急速ろ過 

(除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝ) 

650

出雲 第 3浄水場 急速ろ過 

(除鉄除ﾏﾝｶﾞﾝ) 

1,710

加茂 加茂低区送水場 塩素滅菌 予備
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志賀の郷 第 4浄水場 塩素滅菌 130

土田 土田低区送水場 塩素滅菌 190

中核団地 中核団地浄水場 塩素滅菌 1,880

志賀町上水道 

（旧富来地区上水

道） 

七海 七海浄水場 急速ろ過 2,670

東増穂 東増穂浄水場 急速ろ過 110

西海 西海浄水場 急速ろ過 220

酒見 酒見浄水場 急速ろ過 140

広地 広地浄水場 急速ろ過 1,220

志賀町上水道 

（旧熊野簡易水道） 

熊野 熊野浄水場 急速ろ過 320

計 13,120

※平成 28年 3月末現在 
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（3）送水施設・配水施設 

事業名 配水区 施設名 

配水池

容量 

（ｍ3）

備考 

志賀町上水道 

（旧志賀町上水道） 

志賀 志賀配水池 900  

中甘田配水池（低区槽) 528  

中甘田配水池（高区槽) 59  

二所宮配水池 216  

志加浦送水ポンプ －  

二所宮送水ポンプ場 －  

中甘田送水ポンプ －  

中甘田高区ポンプ －  

上棚加圧ポンプ場 －  

志加浦 志加浦配水池 No.1 1,080  

志加浦配水池 No.2 302  

志加浦配水池 No.3 221  

大和高区加圧ポンプ －  

大和ハウス加圧ポンプ －  

赤住加圧場 －  

出雲 出雲配水池 862  

土田送水ポンプ場 －  

加茂低区送水場 －  

加茂 加茂配水池 105  

志賀の郷 志賀の郷配水池（低区槽) 541  

志賀の郷配水池（高区槽) 57  

志賀の郷高区ポンプ －  

五里峠加圧ポンプ場 －  

土田 土田配水池 294  

徳田加圧ポンプ場 －  

中核団地 中核団地配水池 1,000  

上熊野配水池 180  

志賀町上水道 

（旧富来地区上水

道） 

七海 七海配水池 866  

大福寺配水池 94  

高台配水池 98  

西浦配水池 310  

金剛配水池 182  

牛下配水池 46  

福浦配水池 247  

大福寺ポンプ場 －  
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高台ポンプ場 －  

西海加圧ポンプ場 －  

牛下ポンプ場 －  

東増穂 東増穂配水池 324  

西海 西海配水池 272  

酒見 酒見配水池 164  

広地 広地低区配水池 No.1 

596 広地低区配水池 No.2  

広地低区配水池 No.3  

広地高区配水池 41  

広地高区ポンプ －  

和田加圧ポンプ場 －  

志賀町上水道 

（旧熊野簡易水道）

熊野 熊野低区配水池 280  

熊野高区加圧ポンプ場 －  

日用加圧ポンプ場 －  

計 9,865 配水池  23

送水施設 21

※平成 28年 3月末現在 

※加圧配水ポンプ場は送水施設に含む 
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（4）上水道のフロー図 
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3．料金体系 

 当町の水道料金は、用途別の料金体系を採用しており、給水使用料金と量水器使用料金

の合算です。給水使用料金は従量制であり、使用量に関わらず徴収する基本料金と使用水

量に応じて徴収される超過料金の合計額です。 

 給水使用料金及び量水器使用料金は以下のとおりです。 

表 1-4．1 か月当たり給水使用料金 

種別 用途 

給水使用料金 

基本料金 

（1か月当たり） 

超過料金 

（水量 1立法メートルにつき） 

11m3 

～ 

50m3

51m3 

～ 

100m3

101m3 

～ 

200m3

201m3 

～ 

300m3

301m3 

～ 

専用給

水装置 
一般用 

10 立法メートルまで 

 1,620 円 
172 円 183 円 194 円 216 円

営業用 
15 立法メートルまで 

 2,592 円 

16m3～ 

172 円
183 円 194 円 216 円 237 円

官公署・学

校 

50 立法メートルまで 

 8,640 円 
－ 183 円 194 円 216 円

公衆浴場用 
50 立法メートルまで 

 8,640 円 
－ 172 円

公共及び 

事業用 

50 立法メートルまで 

 8,640 円 
－ 183 円 194 円 216 円

工場用 
50 立法メートルまで

 8,640 円 
－ 183 円 194 円 216 円

一時的使用

（1 立法メ

ートルにつ

き） 

給水装置を工事によ

り設置する場合 313

円 

消火栓から使用 

 1,080円 

※志賀町給水条例 第 23 条 別表1 抜粋  ※消費税込み 

種別 用途 

給水使用料金 

基本料金 

（1か月当たり） 

超過料金 

（水量 1立法メートルにつき） 

共用給

水装置 
一般用 

12 立法メートルまで

 2,073 円 
専用給水装置料金に準ずる 

※志賀町給水条例 第 23 条 別表1 抜粋  ※消費税込み 
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表 1-5．メーター使用料 

口径 使用料金（1個 1 か月） 

13 ミリメートル 108 円 

20 ミリメートル 205 円 

25 ミリメートル 216 円 

30 ミリメートル 345 円 

40 ミリメートル 399 円 

50 ミリメートル 2,397 円 

75 ミリメートル 3,088 円 

※志賀町給水条例 第 23 条 別表1 抜粋  ※消費税込み           
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4．組織

（1）組織体制 

 志賀町まち整備課上下水道室の組織体制は以下のとおりです。 

（2）職員構成 

 平成 23 年度から平成 28 年度の職員数は表 1-6 のとおりです。 

 平成 23 年度に比べ平成 28年度現在2名減の 6 名で、予算・決算事務、料金賦課徴収業

務、施設維持管理業務、工事設計監理業務を行っています。中でも施設維持管理や工事設

計監理業務は専門的な知識を必要とし、必要最小限の人員で行っているため技術のスムー

ズな継承が難しい状況にあります。 

表 1-6．年度別職員数 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

料金・経理

担当 
4 4 3 3 3 3 

工事・維持

管理担当 
4 4 4 4 4 3 

計 8 8 7 7 7 6 

図 1-2．組織図 
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5．経営改善 

（1）これまでの取組 

これまで、当町水道事業の経営健全化の取組として、人員削減、下水道工事に合わせた

老朽配水管の更新工事による工事費の削減、企業債の繰上償還による利息支払の縮減など

を行ってきました。 

（2）今後の取組 

 ア）施設の統廃合 

当町水道事業は現在、施設の統廃合・合理化を図るべく平成 29年度に『志賀町水道

事業 新水道ビジョン』（以下、新水道ビジョン）の策定を予定しています。それに基

づき、最適な投資を行っていきます。 

イ）遊休資産の整理 

  遊休資産については、平成 26 年度に減損会計処理を行っております。処分の方法に

ついては、一般会計の再利用も含めて検討し、できるだけ有効活用を図り、不要であ

れば収支のバランスを考慮して、できるだけ早い時期に処分できるよう検討していき

ます。 

名称 場所 種類 

田原加圧ポンプ場 田原チ４４の２番地他 土地・建物・構築物・機械装置

旧五里峠加圧ポンプ場 五里峠に１５の２番地他 土地・建物・構築物・機械装置

加茂高区配水池 安津見庚１２の８番地 土地・建物・構築物・機械装置

旧上棚加圧ポンプ場 上棚ク７７の５番地 土地・建物・構築物・機械装置

甘田配水池 坪野９の６番地 土地・建物・構築物・機械装置

ウ）サービスの充実 

  水道料金と下水道料金とを合せて請求しています。納付方法は、口座振替と納付書

であります。なお、平成 29年 4 月 1日からコンビニ収納ができるようサービスの向上

に努めます。 

6．計画期間の設定 

 本経営戦略の計画期間を平成 29 年度から平成 38年度までの 10 年間とします。 

7．経営比較分析表による現状分析 

 経営比較分析結果（平成 27年度版）を次に示します。 
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第 2 章 将来の事業環境 

1．給水人口予測 

近年、日本の人口は減少傾向の中、少子高齢化、都市部の一極集中化が顕著となってお

り、志賀町の人口も年々減少している状況にあります。志賀町人口実績値を以下に示しま

す。 

表 2-1．志賀町行政区域内人口実績値 

 H23 H24 H25 H26 H27 

年度別人口 23,243 22,663 22,258 21,886 21,498

本戦略では将来の給水人口を予測するにあたり、将来の行政区域内人口、給水区域内人

口、給水普及率を用いて設定します。設定にあたっては旧志賀上水道、旧富来地区上水道、

旧熊野簡易水道毎に行い、得られた数値を合算して志賀町全体の数値とします。 

①将来の行政区域内人口 

行政区域内人口の将来値の設定は過去10 ヶ年分にあたる平成 18 年度から平成27 年度ま

での実績値を基に地区別に時系列傾向分析によって将来人口を推計し、その総計を年度毎

の行政区域内人口とします。 

②将来の給水区域内人口 

 給水区域内人口は直近の実績値である平成 27 年度の行政区域内人口と給水区域内人口の

比率に将来の行政区域内人口を乗じて算出します。 

③将来の給水普及率 

 直近の実績値である平成 27年度の給水普及率は旧志賀上水道 92.5％、旧富来地区上水道

93.6％、旧熊野簡易水道 95.8％でありました。計画期間の最終年度である平成 38年度に旧

志賀上水道と旧富来地区上水道の給水普及率が 95％となるように、また、旧熊野簡易水道

は平成 38 年度に 96％となるように段階的に上昇するように設定します。 
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 以上の結果、求められた行政区域内人口将来値、給水区域内人口将来値、給水人口将来

値及び給水普及率は以下のとおりです。 

表 2-2．各種人口将来値及び給水普及率 

 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

行政区域内人口 21,209 20,853 20,505 20,171 19,845 19,526

給水区域内人口 21,059 20,707 20,363 20,033 19,711 19,396

給水人口 19,605 19,330 19,042 18,766 18,497 18,251

給水普及率（％） 93.1 93.4 93.5 93.7 93.8 94.1

 H34 H35 H36 H37 H38 

行政区域内人口 19,210 18,902 18,596 18,292 17,992

給水区域内人口 19,083 18,779 18,477 18,177 17,880

給水人口 17,987 17,731 17,477 17,242 16,990

給水普及率（％） 94.3 94.4 94.6 94.9 95.0

図 2-1．各種人口及び給水普及率 
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2．水需要予測 

（1）有収水量 

 当町は前章の料金体系で記載した通り、専用給水装置を用途別に分類しています。よっ

て、有収水量は用途別使用水量の実績値に基づいて各々に時系列傾向分析による推計で設

定します。設定にあたっては旧志賀上水道、旧富来地区上水道、旧熊野簡易水道毎に行い、

得られた数値を合算して志賀町全体の数値とします。

 ①用途別使用水量実績値 

   用途別使用水量の実績値は以下のとおりです。 

表 2-3．用途別使用水量別年間実績値 

単位：m3/年 

 H23 H24 H25 H26 H27 

一般用 1,826,590 1,807,516 1,789,960 1,744,070 1,735,810

営業用 503,359 484,464 478,358 465,768 487,234

官公署・学校用 100,288 105,930 92,564 91,359 91,220

公共及び事業用 63,619 59,898 58,211 50,790 52,164

工場用 194,939 139,491 165,140 174,836 181,792

公衆浴場用 18,532 15,186 5,315 10,413 6,172

一時使用 14,210 17,325 15,724 15,402 18,105

計 2,721,537 2,629,810 2,605,272 2,552,638 2,572,497

※簡易水道含む 
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 ②用途別使用水量将来値 

   用途別使用水量の将来値は以下のとおりです。 

表 2-4．用途別使用水量別年間将来値 

単位：m3/年 

 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

一般用 1,719,376 1,697,456 1,674,103 1,656,056 1,629,565 1,609,425

営業用 473,112 471,216 469,585 468,155 466,882 465,736

官公署・学校用 89,439 88,293 87,315 86,463 85,711 85,038

公共及び 

事業用 
50,492 49,518 48,706 48,016 47,415 46,887

工場用 173,955 174,860 175,765 176,670 177,575 178,480

公衆浴場用 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

一時使用 17,383 17,665 17,912 18,133 18,334 18,517

計 2,534,757 2,510,008 2,484,386 2,464,493 2,436,482 2,415,083

H34 H35 H36 H37 H38 

一般用 1,587,415 1,570,168 1,544,696 1,525,007 1,503,341

営業用 464,695 463,741 462,860 462,044 461,282

官公署・学校用 84,429 83,873 83,363 82,893 82,455

公共及び 

事業用 
46,416 45,994 45,610 45,259 44,937

工場用 179,386 180,291 181,196 182,101 183,006

公衆浴場用 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

一時使用 18,685 18,842 18,988 19,125 19,254

計 2,392,026 2,373,909 2,347,713 2,327,429 2,305,275

※簡易水道含む      

   一般用：実績値から 1人 1日当たりの使用水量を算出・推計し、得られた推計値に

給水人口予測で得られた人口を乗じて設定 

   営業用：推計により設定 

   官公署・学校用：推計により設定 

   公共及び事業用：推計により設定 

   工場用：推計により設定 

   公衆浴場用：過去の実績値から11,000ｍ3/年と設定 

   一時使用：推計により設定 
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③有収水量の決定 

   用途別使用水量の合計値が有収水量となります（表 2-4参照）。 

（2）配水量の決定 

 配水量の設定は以下の様に行います。 

  配水量＝有効水量／有効率 

  有効水量＝有収水量＋無収水量 

 これより、無収水量、有効率の設定を行い、配水量を設定します。設定にあたっては旧

志賀上水道、旧富来地区上水道、旧熊野簡易水道毎に行い、得られた数値を合算して志賀

町全体の数値とします。 

 ①無収水量の設定 

   無収水量は過去の実績値から旧志賀上水道 32,000ｍ3/年、旧富来地区上水道 18,000

ｍ3/年、旧熊野簡易水道 3,000ｍ3/年と設定し、全体で 52,000ｍ3/年となります。 

 ②有効率の設定 

   有効率は平成 27 年度実績値で旧志賀上水道 86.3％、旧富来地区上水道 94.0％、旧

熊野簡易水道 99.2％であり、全体では88.8％です。計画期間最終年度の平成 38年度

に有効率が旧志賀上水道 92.0％、旧富来地区上水道95.0％、旧熊野簡易水道99.0％と

なる様に段階的に変動させて設定します。 

 ③配水量の決定 

   設定した有収水量、無効水量、有効率から配水量を設定します。 

図 2-2．用途別使用水量年間値 
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 配水量等の将来値は以下のとおりです。 

表 2-5．有効水量・配水量及び有効率将来値 

 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

有効水量（m3） 2,587,757 2,563,008 2,537,386 2,517,493 2,489,482 2,468,083

配水量（m3） 2,902,412 2,863,141 2,820,949 2,787,593 2,745,532 2,711,823

有効率（％） 89.2 89.5 89.9 90.3 90.7 91.0

 H34 H35 H36 H37 H38 

有効水量（m3） 2,445,026 2,426,909 2,400,713 2,380,429 2,358,275

配水量（m3） 2,675,695 2,645,192 2,604,134 2,571,741 2,537,539

有効率（％） 91.4 91.7 92.2 92.6 92.9

 ④1 日最大配水量の設定 

1 日最大配水量は 1日平均配水量を負荷率で除して算出します。1日平均配水量は表

2-5 の配水量を 1日当りに換算して求めます。全体の 1日最大配水量、1日平均配水量

及び負荷率実績値は以下のとおりです。 

表 2-6．1 日最大配水量・1日平均配水量及び負荷率実績値 

 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

1 日最大配水量（ｍ3） 11,108 10,615 10,673 9,866 10,253 11,108

1 日平均配水量（ｍ3） 8,497 8,248 8,196 8,041 8,082 8,497

負荷率（％） 76.5 77.7 76.8 81.5 78.8 76.5 

将来の負荷率は過去の実績値から旧志賀上水道 80.0％、旧富来地区上水道 70.0％、

旧熊野簡易水道 65.0％と設定し、既に設定した将来の配水量から 1日平均配水量を算

出して将来の 1日最大配水量を設定します。 
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 決定した 1日最大配水量等の将来値は以下のとおりです。 

表 2-7．1 日最大配水量・1日平均配水量及び負荷率将来値 

 H28 H29 H30 H31 H32 H33 

1 日最大配水量 

（ｍ3） 
10,396 10,252 10,098 9,949 9,823 9,698

1 日平均配水量 

（ｍ3） 
7,952 7,844 7,729 7,616 7,522 7,430

負荷率（％） 76.5 76.5 76.5 76.6 76.6 76.6 

 H34 H35 H36 H37 H38 

1 日最大配水量 

（ｍ3） 
9,567 9,429 9,305 9,187 9,060

1 日平均配水量 

（ｍ3） 
7,331 7,227 7,135 7,046 6,952

負荷率（％） 76.6 76.6 76.7 76.7 76.7 
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3．料金収入の見通し 

 将来の料金収入は各年度の有収水量に平成 27 年度の供給単価である191.1 円/m3 を乗じ

て算出しました。 

水需要予測から有収水量が減少傾向となることから、料金収入も同様に減少する結果と

なります。有収水量と料金収入の推移は以下のとおりです。 

図 2-3．料金収入・年間有収水量 
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4．施設の見通し 

（1）有形固定資産 

 現在、当町水道事業の有形固定資産は旧志賀上水道と旧富来地区上水道を併せて約 148

億円、旧熊野簡易水道で約 6億円、全体で約 154 億円です。（固定資産台帳参照） 

区分ごとの資産は以下のとおりです。 

表 2-7．区分別有形固定資産額 

                              単位：百万円 

区分 有形固定資産額

取水施設 637

導水施設 591

浄水施設 1,667

送水施設 1,120

配水施設 10,690

その他 665

合計 15,370

           ※資産額は固定資産台帳の帳簿原価   

           ※平成 27年度末時点 

 現有資産の年度別帳簿原価状況は以下のとおりです。年度別の帳簿原価は、建設工事費

デフレーターを用いて現在価値に換算しています。 

平成 5年度以降に帳簿額が大幅に増加していることが分かります。 

図 2-4．取得年度別帳簿原価（現在価値） 
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図 2-5．資産の健全度 

（2）現有資産の老朽化 

 現有施設を更新しない場合、今後 40 年間における資産の健全度の状況は次のとおりです。 

 健全度は法定耐用年数を一律 40 年と設定し、資産の取得後経過年数が法定耐用年数以内

であれば健全資産、法定耐用年数以上で 1.5 倍以下であれば経年化資産、法定耐用年数の

1.5 倍を超過していれば老朽化資産と設定しています。 

 健全資産は平成 28年度で 97％であるが 10 年後には 79％、20年後には 47％まで減少し

ます。 

 老朽化資産は 20 年後で 3％、40 年後には 53％を占めます。 

（4）現有資産の能力分析 

 水需要予測で得られた配水量将来値は減少傾向にあります。そのため、現有する施設規

模・能力が必要以上に過大となる可能性があります。その過大になる規模・能力分は今後

の施設更新時の施設の統廃合や施設の合理化で解消することとします。 

施設規模や能力については 1日最大配水量をもとに検討します。 

 ①浄水能力 

   当町水道事業全体の浄水能力は13,120ｍ3/日であります（第 1章 2．（2）参照）。計

画期間における 1日最大配水量の最大値が平成 29 年度の 10,252ｍ3 であることから、

全体の浄水能力は必要水量の 1.2 倍以上を有している計算となります。よって、今後

の更新時には施設能力の合理化を図ることで、投資額や維持管理費の抑制、施設能力

の効率を向上させます。 

 ②配水池容量 

   志賀町水道事業全体の配水池容量は 9,865ｍ3であります（第 1章 2．（3）参照）。計

画期間における 1日最大配水量の最大値が平成 29 年度の 10,252ｍ3 であることから、

全体の配水池容量は必要水量の 23 時間分を貯留していることになります。水道施設設
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計指針では上水道が貯留すべき配水池容量は 1日最大配水量の 12 時間分に消火用水量

分を加算した水量となっており、十分量を貯留しています。ただし、各配水池が受け

持つ配水区域の配水量によって、各配水池の必要貯留量は異なることから施設の更新

時などの際には留意する必要があります。 

5．組織の見通し 

 平成 25年度と平成 28 年度に人員削減を行っており、これ以上の削減は難しい状況です。

全国の類似団体と比べても職員数が少なく生産性は高い状況です。 

 一方で、水道事業の施設維持管理及び工事監理業務は、専門的な知識が必要で、必要最

小限の人員で行っているため、技術の継承が懸念されます。 

第 3 章 経営の基本方針 

 志賀町水道事業会計は平成29 年 4月 1 日に熊野簡易水道および鵜野屋・地保飲料供給施

設を統合して一本化されます。当事業会計は地方公営企業法が適用されるため、原則的に

水道料金による収入によって事業運営経費を賄う必要があります。 

 しかし、近年は人口減少による料金収入の減収、既存施設の老朽化及び耐震化といった

更新に必要な投資の増加等の諸問題が水道事業経営を圧迫している状況であります。 

 今後も料金収入の減収傾向が継続すると予測される中、老朽化施設を更新するにあたり

耐震化を考慮して施設の統廃合や施設の合理化を図ることで最適な投資を行うことが重要

となります。 

 志賀町水道事業では経営戦略を策定することで将来の料金収入と投資のバランスを保ち

ながら老朽化施設等を計画的に更新することで、将来にわたり『健全な事業経営の持続』

を目指します。 
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第 4 章 投資・財政計画（収支計画） 

1．投資・財政計画（収支計画） 

 投資・財政計画表は次のとおりです。 
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6

7
1
,2
1
0

7
6
,0
3
4

7
6
,0
3
4

7
6
,0
3
4

7
6
,0
3
4

7
6
,0
3
4

7
6
,0
3
4

7
6
,0
3
4

7
6
,0
3
4

7
6
,0
3
4

7
6
,0
3
4

7
6
,0
3
4

(3
)

2
7
6
,3
2
1

3
2
4
,2
1
5

3
1
0
,5
3
9

3
0
9
,9
6
0

3
1
9
,0
4
1

3
2
0
,0
7
0

3
0
9
,6
7
8

3
0
8
,9
2
7

3
0
7
,6
6
0

3
0
7
,1
2
5

3
0
5
,3
1
0

3
0
6
,6
9
3

3
0
0
,4
7
9

2
9
5
,6
2
0

２
．

6
4
,5
9
6

6
1
,1
4
1

5
5
,1
0
6

5
0
,1
0
7

4
6
,1
1
1

4
0
,8
2
2

3
5
,7
0
1

3
0
,4
6
9

2
5
,0
7
3

1
9
,5
5
7

1
4
,0
7
1

9
,5
0
8

5
,9
3
2

3
,5
3
7

(1
)

6
4
,0
6
8

5
9
,2
1
3

5
4
,1
9
5

4
8
,9
8
5

4
4
,9
8
9

3
9
,7
0
0

3
4
,5
7
9

2
9
,3
4
7

2
3
,9
5
1

1
8
,4
3
5

1
2
,9
4
9

8
,3
8
6

4
,8
1
0

2
,4
1
5

(2
)

5
2
8

1
,9
2
8

9
1
1

1
,1
2
2

1
,1
2
2

1
,1
2
2

1
,1
2
2

1
,1
2
2

1
,1
2
2

1
,1
2
2

1
,1
2
2

1
,1
2
2

1
,1
2
2

1
,1
2
2

(D
)

5
1
2
,4
3
2

5
5
6
,7
9
1

5
2
6
,4
3
7

5
2
7
,8
4
3

5
3
2
,9
2
8

5
2
8
,6
6
8

5
1
3
,1
5
5

5
0
7
,1
7
2

5
0
0
,5
0
9

4
9
4
,4
5
8

4
8
7
,1
5
7

4
8
3
,9
7
7

4
7
4
,1
8
7

4
6
6
,9
3
3

(E
)

6
6
,5
0
7

1
3
0
,4
9
8

1
4
2
,6
3
4

1
2
9
,6
0
6

1
0
6
,4
5
6

1
0
2
,3
7
5

1
0
7
,4
6
1

1
0
4
,7
8
2

1
0
3
,7
4
9

1
0
0
,3
6
6

1
0
0
,8
3
7

9
6
,2
4
6

9
7
,5
5
6

9
5
,7
9
2

(F
)

0
3
9
,8
5
9

2
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(G
)

2
0

2
4
,5
6
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

△
 2
0

1
5
,2
9
7

2
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
6
6
,4
8
7

1
4
5
,7
9
5

1
4
2
,6
5
9

1
2
9
,6
0
6

1
0
6
,4
5
6

1
0
2
,3
7
5

1
0
7
,4
6
1

1
0
4
,7
8
2

1
0
3
,7
4
9

1
0
0
,3
6
6

1
0
0
,8
3
7

9
6
,2
4
6

9
7
,5
5
6

9
5
,7
9
2

長
期

前
受

金
戻

入
そ

の
他

収
入

計

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他
営

業
外

収
益

特
別

利
益

動
力

費
修

繕
費

材
料

費
そ

の
他

減
価

償
却

費
営

業
外

費
用

収 益 的 収 支

補
助

金
他
会
計
補
助
金

そ
の
他

補
助
金

支
払

利
息

そ
の

他
支

出
計

経
常

損
益

(C
)-
(D
)

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-
(G
)

当
年
度
純
利
益
（
又
は
純
損
失
）

(E
)+
(H
) (
I)

3
1
1
,0
2
7

2
,0
8
4
,9
0
7

5
4
7
,4
9
9

6
9
0
,1
5
8

8
1
9
,7
6
4

9
2
6
,2
2
1

1
,0
2
8
,5
9
6

1
,1
3
6
,0
5
7

1
,2
4
0
,8
4
0

1
,3
4
4
,5
8
9

1
,4
4
4
,9
5
5

1
,5
4
5
,7
9
3

1
,6
4
2
,0
3
9

1
,7
3
9
,5
9
5

(J
)

1
,8
0
8
,4
6
4

1
,8
5
0
,4
5
6

2
,0
3
8
,7
8
5

2
,1
6
1
,4
0
1

2
,2
9
0
,8
4
8

2
,4
2
8
,0
6
6

2
,5
7
3
,5
1
5

2
,7
2
7
,6
9
2

2
,8
9
1
,1
1
6

3
,0
6
4
,3
4
4

3
,2
4
7
,9
6
7

3
,4
4
2
,6
1
2

3
,6
4
8
,9
3
0

3
,8
6
7
,6
3
5

5
3
,8
9
1

2
4
,6
5
7

2
5
,1
7
3

2
6
,6
8
0

2
8
,2
8
0

2
9
,9
8
0

3
1
,7
8
0

3
3
,6
9
0

3
5
,7
1
0

3
7
,8
5
0

4
0
,1
2
0

4
2
,5
3
0

4
5
,0
8
0

4
7
,7
9
0

(K
)

1
0
3
,0
2
4

1
8
6
,3
6
8

2
1
0
,5
7
7

2
0
3
,5
6
0

2
1
0
,5
9
0

2
1
7
,8
7
0

2
2
5
,4
0
0

2
3
3
,1
9
0

2
4
1
,2
6
0

2
4
9
,6
3
0

2
5
8
,2
8
0

2
6
7
,2
3
0

2
7
6
,5
0
0

2
8
6
,1
0
0

0
1
4
7
,9
3
1

1
5
3
,1
4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
8
9
,7
5
6

2
1
,0
2
4

3
9
,7
1
3

4
1
,1
1
0

4
2
,5
6
0

4
4
,0
6
0

4
5
,6
1
0

4
7
,2
1
0

4
8
,8
7
0

5
0
,6
0
0

5
2
,3
8
0

5
4
,2
2
0

5
6
,1
3
0

5
8
,1
1
0

( 
I 
)

(A
)-
(B
)

(L
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(M
)

4
9
1
,2
4
7

4
8
3
,7
6
6

4
9
2
,2
1
8

4
8
5
,3
6
4

4
9
1
,0
9
7

4
8
6
,1
2
8

4
8
2
,3
0
6

4
7
6
,9
5
6

4
7
2
,9
4
3

4
6
8
,5
4
7

4
6
5
,1
0
7

4
6
0
,1
3
9

4
5
6
,1
2
6

4
5
1
,9
2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(N
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(O
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(P
)

4
9
1
,2
4
7

4
8
3
,7
6
6

4
9
2
,2
1
8

4
8
5
,3
6
4

4
9
1
,0
9
7

4
8
6
,1
2
8

4
8
2
,3
0
6

4
7
6
,9
5
6

4
7
2
,9
4
3

4
6
8
,5
4
7

4
6
5
,1
0
7

4
6
0
,1
3
9

4
5
6
,1
2
6

4
5
1
,9
2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

う
ち

未
払

金

繰
越
利
益
剰
余
金
又
は
累
積
欠
損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う
ち
建
設
改
良
費
分

う
ち
一
時
借
入
金

3
6
0
.0

3
8
4
.9

地
方
財
政
法
施
行
令
第
1
5
条
第
１
項
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

の
不

足
額

1
4
2
.2

1
6
6
.9

1
9
0
.5

2
1
3
.3

2
3
8
.2

2
6
2
.4

累
積
欠
損
金
比
率
（

×
1
0
0
）

6
3
.3

4
3
1
.0

1
1
1
.2

健
全
化
法
施
行
令
第
1
7
条
に
よ
り
算
定
し
た

事
業

の
規

模

健
全
化
法
第
2
2
条
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N
）
/
（
P
）
×
1
0
0
)

3
1
0
.7

3
3
5
.9

営
業
収
益
－
受
託
工
事
収
益

(A
)-
(B
)

地
方

財
政

法
に
よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（
L
）
/
（
M
）
×
1
0
0
)

健
全
化
法
施
行
令
第
1
6
条
に
よ
り
算
定
し
た

資
金

の
不

足
額

健
全
化
法
施
行
規
則
第
６
条
に
規
定
す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

2
8
7
.0
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様
式
第
2
号
（
法
適
用
企
業
・
資
本
的
収
支
）

投
資
・
財
政
計
画

（
収
支
計
画
）

事
業
会
計
（
地
方
公
営
企
業
法
適
用
）

※
平
成
2
9
年
度
か
ら
会
計
に
簡
易
水
道
を
統
合

（
単
位
：
千
円
）

年
　
　
　
　
　
度

平
成
2
5
年
度

平
成
2
6
年
度

平
成
2
7
年
度

平
成
2
8
年
度

平
成
2
9
年
度

平
成
3
0
年
度

平
成
3
1
年
度

平
成
3
2
年
度

平
成
3
3
年
度

平
成
3
4
年
度

平
成
3
5
年
度

平
成
3
6
年
度

平
成
3
7
年
度

平
成
3
8
年
度

区
　
　
　
　
　
分

決
算
書

決
算
書

決
算
書

１
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

２
．

5
9
,5
1
9

6
0
,4
5
9

6
2
,4
6
9

6
4
,5
5
1

7
5
,7
3
1

7
8
,2
4
2

8
0
,8
4
3

8
3
,5
3
8

8
6
,3
3
0

8
9
,2
2
2

8
0
,5
9
8

6
8
,5
7
0

5
3
,9
3
0

3
9
,0
9
5

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

６
．

1
,4
6
0

9
,8
3
5

9
,5
8
4

1
4
,4
7
5

7
,4
6
9

1
8
,0
7
0

3
4
,7
7
6

2
6
,4
6
0

0
0

0
0

0
0

７
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

８
．

5
6
,6
1
4

3
0
,7
0
5

3
7
,4
9
9

1
1
,0
5
3

1
1
,9
3
3

1
2
,3
9
0

2
5
,2
3
4

1
5
,5
1
2

1
0
,5
0
0

1
0
,5
0
0

1
0
,5
0
0

1
0
,5
0
0

1
0
,5
0
0

1
0
,5
0
0

９
．

1
2
,7
0
1

6
,7
1
4

1
2
,1
3
0

3
,1
5
8

3
,4
0
9

3
,5
4
0

7
,2
0
9

4
,4
3
2

3
,0
0
0

3
,0
0
0

3
,0
0
0

3
,0
0
0

3
,0
0
0

3
,0
0
0

(A
)

1
3
0
,2
9
4

1
0
7
,7
1
3

1
2
1
,6
8
2

9
3
,2
3
7

9
8
,5
4
2

1
1
2
,2
4
2

1
4
8
,0
6
2

1
2
9
,9
4
2

9
9
,8
3
0

1
0
2
,7
2
2

9
4
,0
9
8

8
2
,0
7
0

6
7
,4
3
0

5
2
,5
9
5

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(C
)

1
3
0
,2
9
4

1
0
7
,7
1
3

1
2
1
,6
8
2

9
3
,2
3
7

9
8
,5
4
2

1
1
2
,2
4
2

1
4
8
,0
6
2

1
2
9
,9
4
2

9
9
,8
3
0

1
0
2
,7
2
2

9
4
,0
9
8

8
2
,0
7
0

6
7
,4
3
0

5
2
,5
9
5

１
．

2
2
6
,1
8
5

2
0
5
,2
3
1

1
5
5
,6
2
3

1
5
7
,9
0
0

1
7
9
,3
9
7

1
9
7
,3
9
4

3
7
2
,4
0
8

2
2
1
,6
0
8

1
5
0
,0
0
0

1
5
0
,0
0
0

1
5
0
,0
0
0

1
5
0
,0
0
0

1
5
0
,0
0
0

1
5
0
,0
0
0

1
5
,7
8
0

1
7
,4
9
9

1
6
,5
8
9

1
6
,6
2
3

1
6
,6
2
3

1
6
,6
2
3

1
6
,6
2
3

1
6
,6
2
3

1
6
,6
2
3

1
6
,6
2
3

1
6
,6
2
3

1
6
,6
2
3

1
6
,6
2
3

1
6
,6
2
3

２
．

1
4
0
,0
7
7

1
4
2
,9
1
2

1
4
7
,9
3
1

1
5
3
,1
4
0

1
5
6
,1
3
3

1
5
2
,1
4
8

1
5
5
,1
8
4

1
6
0
,4
1
6

1
6
3
,5
0
5

1
6
9
,0
2
1

1
5
0
,9
9
9

1
2
6
,6
2
1

1
0
0
,0
4
2

7
3
,1
1
1

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

1
6
,6
7
6

1
9
,6
0
4

1
7
,0
8
2

1
7
,7
8
7

1
7
,7
8
7

1
7
,7
8
7

1
7
,7
8
7

1
7
,7
8
7

1
7
,7
8
7

1
7
,7
8
7

1
7
,7
8
7

1
7
,7
8
7

1
7
,7
8
7

1
7
,7
8
7

(D
)

3
8
2
,9
3
8

3
6
7
,7
4
7

3
2
0
,6
3
6

3
2
8
,8
2
7

3
5
3
,3
1
7

3
6
7
,3
3
0

5
4
5
,3
8
0

3
9
9
,8
1
1

3
3
1
,2
9
2

3
3
6
,8
0
8

3
1
8
,7
8
6

2
9
4
,4
0
8

2
6
7
,8
2
9

2
4
0
,8
9
8

(E
)

2
5
2
,6
4
4

2
6
0
,0
3
4

1
9
8
,9
5
4

2
3
5
,5
9
0

2
5
4
,7
7
5

2
5
5
,0
8
8

3
9
7
,3
1
8

2
6
9
,8
6
9

2
3
1
,4
6
2

2
3
4
,0
8
6

2
2
4
,6
8
8

2
1
2
,3
3
8

2
0
0
,3
9
9

1
8
8
,3
0
3

１
．

1
6
5
,0
8
2

1
6
7
,0
5
4

1
0
6
,6
4
1

1
4
1
,3
5
4

1
5
2
,8
6
5

1
5
3
,0
5
3

2
3
8
,3
9
1

1
6
1
,9
2
2

1
3
8
,8
7
7

1
4
0
,4
5
2

1
3
4
,8
1
3

1
2
7
,4
0
3

1
2
0
,2
4
0

1
1
2
,9
8
2

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

8
7
,5
6
2

9
2
,9
8
0

9
2
,3
1
3

9
4
,2
3
6

1
0
1
,9
1
0

1
0
2
,0
3
5

1
5
8
,9
2
7

1
0
7
,9
4
7

9
2
,5
8
5

9
3
,6
3
4

8
9
,8
7
5

8
4
,9
3
5

8
0
,1
5
9

7
5
,3
2
1

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に

不
足
す
る
額
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2．投資・財政計画（収支計画）の内容説明 

（1）投資 

 計画期間内の予定事業計画では、生活基盤耐震化等交付金年度別事業を平成 29年度から

平成 32 年度に予定しているほか、老朽管の更新等を実施して施設の健全性は耐震性向上を

目指します。 

 計画期間内の予定事業費は以下のとおりです。 

表 4-1．年度別予定事業費 

年度 事業内容 事業費（千円） 

平成 29年度 耐震化事業 

老朽管更新事業等 
179,397

平成 30 年度 耐震化事業 

老朽管更新事業等 
197,394

平成 31 年度 耐震化事業 

老朽管更新事業等 
372,408

平成 32 年度 耐震化事業 

老朽管更新事業等 
221,608

平成 33～38 年度 老朽管更新事業等 各年度 150,000
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（2）財源 

①財源内訳   

 予定事業費に対する年度別財源内訳は以下のとおりです。 

②料金 

 予定事業の財源は大半を自己財源で賄うこととし、残りを国庫補助金や工事負担金など

を見込みます。現段階で計画期間内は料金体系の見直しを予定しません。 

③国庫補助金 

 予定事業は生活基盤耐震化等交付金事業といった厚生労働省の補助採択を受けて財源に

充当します。 

④工事負担金 

 事業費の 7％と設定します。 

⑤その他 

 事業費の 2％と設定します。 

（3）投資以外の経費 

①人件費 

 職員数は現在からの大幅な増減は想定しないこととし、一定値とします。 

②経費 

 過去の実績値の平成 25 年度から平成 27 年度の平均値に設定します。 

図 4-1．年度別事業費財源内訳 
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3.今後の経営状況

 平成 27 年度から平成 38 年度までの企業債残高、内部留保資金残高、当年度純利益の関

係は以下のとおりです。 

 企業債残高は今後 10 年間でほとんどが償還済みとなり、収支上の負担は軽減します。企

業債残高の減少に伴い企業債償還金も減少することになり、資本的収支の支出が減少する

ことになります。そのため、資本的収支不足額に対する内部留保資金からの補てん額も減

少することから内部留保資金残高は増加傾向を示しています。 

 当年度純利益は平成 30 年度までは減少するが、それ以降はほぼ横ばいで毎年1億円前後

の利益をあげる予測です。 

 ただし、平成 29年度策定予定の新水道ビジョンによる耐震化や施設の統廃合・合理化を

考慮した更新事業を実施するには多額の投資が必要になることが予想されます。その投資

に対して企業債の割合を抑えながら更新計画が可能となる様に、ある程度の資金残高が必

要となります。 

 そのため、将来の事業経営の動向に留意していきます。 

第 5 章 経営戦略の事後検証・更新等に関する事項 

 計画期間内で経営戦略の見直しを実施することします。 

平成 32 年度まで予定している耐震化事業の完了後に実施する予定事業を平成 29年度に

策定予定である新水道ビジョンで計画するため、その計画の着手前に経営戦略の見直しを

行う予定とします。その際、料金収入の予測等と実績値の乖離状況を確認し、乖離が大き

い場合にはその要因を推察し、次の予測に反映させることで経営戦略の精度向上を図りま

す。 

図 4-2．内部留保資金残高・企業債残高および当年度純利益の将来予測 
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